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海
外
で
支
払
っ
た
療
養
費

の
払
戻
し
が
で
き
ま
す

　
市
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保

険
者
が
、
海
外
旅
行
等
の
際
に

病
気
や
け
が
で
海
外
の
病
院
等

で
治
療
を
受
け
た
場
合
、
一
定

の
条
件
を
満
た
せ
ば
支
払
っ
た

医
療
費
の
一
部
が
海
外
療
養
費

と
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。
海
外

の
病
院
等
で
の
治
療
費
は
国
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
海
外

療
養
費
の
額
は
、
日
本
国
内
で

同
様
の
病
気
や
け
が
を
し
て
国

民
健
康
保
険
で
治
療
を
受
け
た

場
合
を
基
準
に
決
定
し
ま
す
。

　

次
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

●
必
要
書
類
＝
保
険
証
、印
鑑
、 

預
金
口
座
通
帳
、
診
療
内
容

明
細
書
（
診
療
内
容
、病
名
・

病
状
等
が
記
載
さ
れ
た
医
師

の
証
明
書
）、
領
収
明
細
書

（
内
訳
が
記
載
さ
れ
た
医
療

機
関
発
行
の
領
収
書
）、
診

療
内
容
明
細
書
及
び
領
収
明

細
書
の
日
本
語
訳
文
（
翻
訳

者
の
住
所
・
氏
名
が
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
）

※
申
請
は
外
国
で
治
療
費
等
を

支
払
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
２

リ
ナ
シ
ア
タ
ー

映
画
情
報

年
以
内
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　
市
健
康
保
険
課

　
（
１
階
⑥
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
６
２

一
般
健
康
相
談

　

自
分
や
家
族
の
健
康
に
関
す

る
こ
と
で
不
安
な
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
相
談
日

　

市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
・

　

輝
北
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

＝
平
成
23
年
１
月
20
日
（
木
）

　

吾
平
保
健
セ
ン
タ
ー

　

＝
平
成
23
年
１
月
17
日
（
月
）

　

串
良
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

＝
平
成
23
年
１
月
11
日
（
火
）

●
時
間
＝
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
と
13
時
〜
15
時

※
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
は
９

時
か
ら
行
い
ま
す
。

●
内
容
＝
栄
養
、
運
動
、
休
養
、

歯
科
に
関
す
る
相
談
、
血
圧

測
定
、
尿
検
査

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
日

　

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
に
つ

い
て
、
相
談
に
応
じ
ま
す
。

●
日
時
＝
平
成
23
年
１
月
20
日

（
木
）
の
９
時
〜
11
時
30
分
と

13
時
〜
15
時

●
場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

【
問
い
合
わ
せ
】　

市
健
康
増
進
課

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

２
１
１
０

映
画
「
大
奥
」 

●
上
映
期
間
＝
平
成
23
年
１
月

８
日
（
土
）
〜
21
日
（
金
）

●
上
映
時
間
（
１
１
６
分
）

　

①
10
時
〜　

②
13
時
〜

　

③
16
時
〜　

④
19
時
〜

●
鑑
賞
料 

　

一
般 

＝
１
，
８
０
０
円

　

高
・
大
学
生

　

 

＝
１
，
５
０
０
円 

　

中
学
生
以
下

　

 
＝
１
，
０
０
０
円

　

60
歳
以
上 

＝
１
，
０
０
０
円

※
上
映
期
間
、
上
映
時
間
、
鑑

賞
料
は
変
更
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
】 

リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

　

☎
０
９
９
４ｰ

35ｰ

１
０
０
１

健　

康

国
保
情
報

予 防 対 策 の お 願 い予 防 対 策 の お 願 い
高病原性鳥インフルエンザの高病原性鳥インフルエンザの
発生並びに予防対策のお願い発生並びに予防対策のお願い

11月29日、島根県安来市において、高病原性鳥イン
フルエンザの発生が確認され、強毒性のウイルスが検
出されました。感染原因としては、渡り鳥からの感染
が高いとされ、市でも、本病のウイルス侵入の可能性
を否定できません。次のとおり予防に努めましょう。

●農家の皆さんは
○農場へ出入する車両、人の消毒を徹底する。
○鶏舎を防鳥ネットで覆う。
○農場等の出入口に消石灰を散布する。
●市民の皆さんは
○外出から帰宅後は、必ず消毒（手洗い・うがい）をする。
○小鳥を飼育している場合は、日々観察する。

韓国における口蹄疫発生韓国における口蹄疫発生
並びに予防対策のお願い並びに予防対策のお願い

9月に清浄国認定を受けた韓国において、11月29日、
養豚場で口蹄疫が確認され、その後も感染が拡大して
います。
口蹄疫ウイルスについては、感染侵入ルート等がす

ぐ特定できず、非常に危険なウイルスであることから、
畜産農家においては、「自分の家畜は自分で守る」とい
う気持ちで日々の消毒を徹底しましょう。

●侵入を防止するために
○農場の出入口に消毒用の踏み込み槽を設置する。
○自宅及び農場の出入口に消石灰を散布する。
○農場へは、関係者以外立ち入り禁止とする。
○畜産農家間の訪問は、極力避ける。

※飼養している鶏・牛・豚等家畜に異状がある場合は、ご連絡ください。
【問い合わせ】　肝属家畜保健衛生所　☎ 0994-43-2515　市畜産林務課　☎ 0994-31-1118


